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スピードスケート国際競技会自主参加及び海外合宿等 承認基準 

 
 

１．【目  的】 

  本基準は、スピードスケート及びショートトラックスピードスケートの役員、競技者が公益財団法人

日本スケート連盟（以下、「本連盟」という。）を代表して参加する国際競技会以外に、個人の資格で国

際競技会に参加を希望する場合、又は海外において合宿、練習を実施する場合に、承認に必要な基準と

手続きを定め、安易な参加や事故などの発生を未然に防止することを目的とする。 

 

２．【対象競技会】 

 ＩＳＵに届出された公式競技会のうち、本連盟が特に支障がないと認めた国際競技会とする。 

 

３．【承認の必要条件】 

  下記(1)〜(6)のいずれかを満たすこととし、(7)(8)を遵守しなければならない。 

 (1) 前年度及び当該年度に日本代表となった者。 

 (2) 前年度及び当年度のスピードスケート国内競技会において、次の成績を有する者。（各距離とも、

出場者数が基準以下の場合は、基準を半減する。） 

ア 全日本スピードスケート選手権大会の総合 12位以内、又は各距離８位以内の者 

イ 全日本スプリントスピードスケート選手権大会の総合 12 位以内、又は各距離８位以内の者 

ウ 全日本ジュニアスピードスケート選手権大会の総合８位以内、又は各距離８位以内の者 

エ 全日本スピードスケート距離別選手権大会の各距離８位以内の者 

オ ジャパンカップスピードスケート競技会の各距離８位以内の者 

カ 日本学生氷上競技選手権大会の各距離８位以内の者 

   ＊１部２部合わせたタイム順とし、かつ男子 3000ｍを除く。 

キ 全日本学生スピードスケート選手権大会の各距離６位以内の者 

ク 全日本マスターズ競技会の各距離３位以内の者 

   ＊Ａクラスで、当該記録がバッジテストＡ級以上であること。 

ケ 全国高等学校スケート選手権大会の各距離３位以内の者 

コ 全国高等学校選抜スピードスケート競技会の各距離３位以内の者 

 (3) ジャパンカップ競技会における各距離合計ポイントランキングが 12 位以内の者。（ただし、女子

5000ｍ、男子 10000ｍは６位以内とする。） 

 (4) 前年度及び当該年度のショートトラックスピードスケート国内競技会において、次の資格又は成

績を有する者。 

   ア 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会の有資格者 

   イ 全日本距離別ショートトラックスピードスケート選手権大会の有資格者 

   ウ 全日本ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会の総合 16 位以内の者 

 (5) 当該年度の本連盟ショートトラック強化指定選手。 

 (6) 上記(1)～(5)の項以外であっても、本連盟強化部の協議によりスピード部委員会が特に認めた

者。 

 (7) 競技者は、原則として監督又はコーチ（現地で依頼可能なコーチを含む）の帯同のもとに参加しな

ければならない。特に、ショートトラックについては、ジュニア年齢以下の参加には、親権者の承諾

書提出と本連盟強化スタッフの帯同を条件とする。 

 (8) 自主参加の競技者、監督又はコーチは、チームのユニフォームを着用しなければならない。その場

合、ＩＳＵ規則第 102 条６項の「トレードマーク」に違反しないユニフォームであること。（特に所

属名称の大きさ、位置に注意すること。） 
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４．【承認人数の制限】 

  対象の国際競技会に参加の人数制限のある場合は、これに対応して承認数を制限する。また、申請者

多数の場合も承認を制限する。この場合、本連盟強化部で協議し、本連盟スピード部委員会の承認を得

なければならない。 

 

５．【承認申請の手続き】 

 (1) 国際競技会への自主参加申請の場合、承認申請は別に定める申請書<様式Ｄ>による。海外合宿の

実施申請の場合は申請書<様式Ｅ>による。 

  特に、ショートトラックについては、帯同者の欄に監督・コーチ（現地で依頼可能なコーチを含

む）・強化スタッフ名を必ず記載のこと。 

 (2) 申請書は、参加希望の国際競技会開催日又は海外合宿等出発日の 30日前までに本連盟スピード部

長に提出する。 

 

６．【審査、承認の手続き】 

 (1) 国際競技会への自主参加申請の場合、申請書の提出後、スピード部委員会が申請内容を審査し、参

加に支障がないと認めた場合は本連盟事業本部を通じて理事会に具申する。 

 (2) 理事会承認が得られた場合は、参加申請者又は所属加盟団体に対して本連盟スピード部長名によ

りその旨通知する。 

 (3) 海外合宿の実施申請の場合、本連盟強化部が確認の上、スピード部委員会において内容の審議・承

認を行う。支障がある場合のみ本連盟スピード部長からその旨を通知する。 

 

７．【承認された申請者の留意事項】 

 (1) 参加期間中は、特に選ばれた日本選手としての自覚をもって行動する。 

  (2) 参加に必要な手続き及び諸経費の支払いは、各自が責任をもって行う。ただし、競技会参加申込み

手続きは本連盟が行う。 

 (3) 参加期間中に生じた身体的損傷又は財産的損害に対しては、本連盟は責任を負わない。地域によ

っては、外務省の海外安全ホームページから渡航先の情報を事前確認しておくこと。

（http://www.anzen.mofa.go.jp/） 

 (4) 参加競技会の成績は、参加競技者、監督又はコーチが帰国後１週間以内に本連盟スピード部委員

会に報告しなければならない。 

ただし、日本記録が更新された場合は、当該競技会に参加した代表者（監督又はコーチ）は、公

式記録書を添付して、本連盟スピード部委員会に速やかに報告しなければならない。（ＦＡＸ又は

電子メールによる送付も可とする。） 

 (5) 上記(4)の報告には、記録の公認に必要な書類、参加競技会のレフェリーがサインした証明書又は

公式記録書を添付すること。記録を証明できる書類が提出されない場合は、記録は公認されない。 

 


